
政策の概要
【施策の概要】

　農村、とりわけ中山間地域等においては、我が国が直面する高齢化や人口減少が都
市部に先駆けて進行しており、集落機能や地域資源の維持に影響が生じ、地域特性
に応じた付加価値の高い農産物の生産・加工・販売等の活動を展開する上において厳
しい状況となっている。
　このため、農村の豊かな地域資源を最大限活用した新たな価値の創出や農業関連
産業の導入等を通じて、農村全体の雇用の確保と所得の向上を促進するとともに、これ
まで農村の域外に流出していた経済的な価値を域内で循環させる地域内経済循環を
進めるとともに、将来的には、地域間での経済的なネットワークを強化し、広域的な経済
圏域への発展を目指す。

政策評価体系上の
位置付け

農村の振興

（農林水産省元－⑮）

政策に関係する内閣の重要
政策

食料・農業・農村基本計画（平成27年３月31日閣議決定）
　第３　３（２）多様な地域資源の積極的活用による雇用と所得の創出

農林水産業・地域の活力創造プラン（平成25年12月10日農林水産業・地域の活力創
造本部決定、平成26年６月24日改訂、平成28年11月29日改訂）
　Ⅲ　施策の展開方向
　　２．６次産業化等の推進

バイオマス活用推進基本計画（平成28年９月16日閣議決定）
　第３　バイオマスの活用の推進に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

土地改良長期計画（平成28年8月24日閣議決定）
　第３　３　（２）　政策目標４　ア　②小水力発電の導入等の再生可能エネルギーの拡大

政策評価
実施予定時期

令和3年8月

令和元年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

政策分野名
【施策名】

多様な地域資源の積極的活用による雇用と所得の創出 担当部局名

食料産業局（農村振興局）
【食料産業局企画課／産業連携課／知的財産課／バイオマス
循環資源課／食品流通課／食品製造課、農村振興局整備部地
域整備課】
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基準
年度

目標
年度

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

- - 100億円 150億円 200億円

- - 103億円 116億円 157億円

基準値 目標値

年度ごとの目標値

指標－
計算分類

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠
年度ごとの実績値

把握の方法

調査手法：バイオマス産業都市選定地域からの進捗状況報告
作成時期：翌年度6月末
算出方法：バイオマス産業都市構想に位置付けられる各プロジェクトについて、当該年度のバイオマス関連製品の生産量及び発電量を基に市場規模及び経
済波及効果を算出
データの所在：農林水産省食料産業局

測定指標

施策（１） バイオマスを機軸とする新たな産業の振興

施策の目指すべき姿
【目標設定の考え方根拠】

　地域に存在する木質・家畜排せつ物・食品廃棄物等のバイオマスを活用して、持続的な事業を創出し、ここから産出された経済的価値を農業振興や地域活性化につなげること
が重要である。
　このため、地方公共団体を核に農業者、食品産業事業者、バイオマス事業者等が連携してバイオマス利活用構想を策定する取組を促進する。
　また、こうした構想の具体化に向けた環境整備を促進する。

目標①
【達成すべき目標】

バイオマスを活用した持続可能な事業創出により生み出された経済的価値による、農業振興や地域活性化の実現

ア
バイオマス産業都市
における産業規模

- - 400億円 ７年度 Ｓ↑-直

　バイオマス活用推進基本計画（平成22年12月17日閣議決定）の変更が、平
成28年９月16日に閣議決定され、変更後のバイオマス活用推進基本計画に
おいて、バイオマスを活用した産業については、「2025年（平成37年）に5,000
億円の市場が形成」されることを掲げているところである。バイオマス活用推
進基本計画に掲げられた農林漁業・農山漁村の活性化や新たな産業の創出
の実現に向け、本施策の効果の実態を把握するためには、バイオマスの活
用により生み出された経済的価値を測ることが重要であることから、測定指標
を「バイオマス産業都市における産業規模」に変更することとしたい。
　目標値については、バイオマス産業の規模におけるバイオマス産業都市の
寄与の度合いを、市町村バイオマス活用推進計画の策定目標と、その内数と
してのバイオマス産業都市の選定目標より推計し、バイオマス産業都市にお
ける産業規模を設定した。また、平成29年度から令和７年度までの目標値の
設定に当たっては、毎年度、一定数程度増加するものとして設定した。

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度の実績値）／（当該年度の目標値）×100
A’ランク：150％超、Aランク：90％以上150％以下、Bランク：50%以上90％未満、Cランク：50%未満
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基準
年度

目標
年度

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

- - - - -

-
186.6
億円

258.2
億円

296.6
億円

371.5
億円

把握の方法

調査手法：法を活用した取組に加え、予算事業を活用した取組における事業実施主体の状況報告や地方農政局等からの聞き取り等により把握する取組地区
の状況から、経済規模を試算。
作成時期：調査翌年度６月
算出方法：聞き取り結果（発電容量と固定価格買取制度における調達価格、供給熱量等）により試算
データの所在：農林水産省食料産業局（固定価格買取制度調達価格については経済産業省公表データを使用）。

達成度合いの
判定方法

評価に当たっては、各年度ごとの新規取組数を基本としつつ、農山漁村における再生可能エネルギー導入の検討状況等を総合的に分析し、判定する。

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠
年度ごとの実績値

ア

再生可能エネルギー
を活用して地域の農
林漁業の発展を図る
取組を行う地区の再
生可能エネルギー電
気・熱にかかる経済
規模

186.6億円 28年度 600億円 ５年度 S↑-他

　農山漁村には、土地、水、バイオマス等の再生可能エネルギーに利用でき
る資源が豊富に存在しており、これら資源を活用した再生可能エネルギー発
電による収入を地域の農林漁業の発展に活用する多様な取組が、全国各地
で取り組まれているところ。農山漁村再生可能エネルギー法の基本理念に掲
げられた農山漁村の活性化に向け、本施策の効果の実態を把握するために
は、農山漁村において取組を行うことによって生み出される経済的価値を計
ることが重要であるため、「再生可能エネルギーを活用して地域の農林漁業
の発展を図る取組を行う地区の再生可能エネルギー電気・熱にかかる経済
規模」を測定指標として選定した。
　目標値については、現在、地方農政局等を中心に取り組んでいる各種支
援の継続により、過年度の増加ペースの維持を目指すこととし、令和５年度末
時点の経済規模として600億円を設定した。
　長期にわたる戦略的な取組が求められ、必ずしも短期間で効果が現れるも
のではないことから、単年度の目標値は設定していない。

施策の目指すべき姿
【目標設定の考え方根拠】

　農村にはバイオマスのほか、水、土地などの資源が豊富に存在していることから、これらをバイオマス発電や小水力発電などの再生可能エネルギーとして活用しつつ、農業者な
ど地域主体の取組を拡大することにより、農業経営の改善や地域への利益還元を進め、農村の活性化を図ることが重要である。
　このため、農地等の利用調整を適切に行いつつ、再生可能エネルギーの導入と併せて、地域農業の健全な発展に資する取組を促進する。
　また、再生可能エネルギーの導入により農業生産コストの削減や農業者の所得向上等につながるよう再生可能エネルギーの地産地消を推進する。
　更に、固定価格買取制度の適正な運用を基礎としつつ、低コスト化・高効率化のための技術開発、送配電網の整備等を促進し、関係府省の連携の下、再生可能エネルギーの普
及に向けた環境整備を図る。
　今後の電力システム改革により、小売参入が自由化されることを踏まえ、地域への利益還元の効果も見極めつつ、農村地域の関係者が主体となった電力小売業の形成を促進す
る。

目標①
【達成すべき目標】

再生可能エネルギー(注１)の生産・利用の促進

測定指標 基準値 目標値

年度ごとの目標値

指標－
計算分類

施策（２） 農村における地域が主体となった再生可能エネルギー
（注１）

の生産・利用
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- 約22.8％ 約25.6％ 約28.4％ 約31.2％

- 22.9% 25.5% 28.6% 30.7%

28年度
[百万円]

29年度
[百万円]

30年度
[百万円]

(1)

エネルギーの使用の
合理化等に関する法
律
（昭和54年）

- - - － -

(2)
特定農産加工業経
営改善臨時措置法
（平成元年）

- - - － -

(3)

食品等の流通の合
理化及び取引の適
正化に関する法律
（平成３年、平成31年
改正）

- - - － -

(4)

容器包装に係る分別
収集及び再商品化
の促進等に関する法
律
（平成７年）

- - - － -

政策手段
（開始年度）

予算額計（執行額）
元年度

当初予算額
[百万円]

関連す
る

指標
政策手段の概要等

平成31
年度行
政事業
レビュー
事業番
号

Ｓ↑-直

　土地改良長期計画
（注２）

では、「農業用水を活用した小水力発電等につい
ては、農業水利施設の維持管理費軽減にも寄与する観点から、事業の採算
性にも十分留意しつつ、円滑な導入に取り組む。」ことを位置づけていること
から、「農業水利施設を活用した小水力等発電電力量のかんがい排水に用
いる電力量に占める割合を令和２年度までに約３割以上にする」ことを測定
指標及び目標値として設定した。毎年度の目標値については、一定の割合
で増加させることとして設定した。

把握の方法 農林水産省農村振興局調査により把握

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度の実績値）／（当該年度の目標値）×100
A’ランク：150％超、Aランク：90％以上150％以下、Bランク：50%以上90％未満、Cランク：50%未満

イ

農業水利施設を活
用した小水力等発電
電力量のかんがい排
水に用いる電力量に
占める割合

２割 27年度 ３割以上 ２年度

-

　農林漁業及び食品流通業の成長発展と一般消費者の利益のため、食品等流通の合理化を図る取組に関
する計画に対して国が認定を行い、この計画の実施に必要な出資、融資その他の支援措置を講ずる。
　この法律の適正な執行により、食品等流通事業者の創意工夫をいかした取組を広く支援することで、流通
の効率化など食品流通の合理化を通じて、多様な地域資源の積極的活用による雇用と所得の創出に寄与
する。

-

　容器包装廃棄物の減量及びリサイクルの推進をする。
　この法律の適正な執行により、食品産業における環境問題等の社会的な課題への取組の推進が図られ、
食品関連企業としての社会的責任に関
する取組の強化を通じて、多様な地域資源の積極的活用による雇用と所得の創出に寄与する。

-
　特定農産加工業者等の経営の改善を促進するための金融措置等の支援をする。
　この法律の適正な執行により、農業及び農産加工業が健全に発展し、６次産業化等の取組の質の向上と
市場規模の拡大を通じて、多様な地域資源の積極的活用による雇用と所得の創出に寄与する。

-

　工場等におけるエネルギー使用の合理化等を推進をする。
　この法律の適正な執行により、食品産業における環境問題等の社会的な課題への取組の推進が図られ、
食品関連企業としての社会的責任に関する取組の強化を通じて、多様な地域資源の積極的活用による雇
用と所得の創出に寄与する。
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(5)
中心市街地の活性
化に関する法律
（平成10年）

- - - － -

(6)
種苗法
（平成10年）

- - - － -

(7)
地球温暖化対策の
推進に関する法律
（平成11年）

- - - － -

(8)

中小企業等経営強
化法（中小企業の新
たな事業活動の促進
に関する法律）
（平成11年、平成28
年改正）

- - - － -

(9)

食品循環資源の再
生利用等の促進に
関する法律
（平成13年）

- - - － -

(10)

流通業務の総合化
及び効率化の促進
に関する法律
（平成17年）

- - - － -

(11)

中小企業による地域
産業資源を活用した
事業活動の促進に
関する法律（中小企
業地域資源活用促
進法）
（平成19年）

- - - － -

-

　物流コストの削減や環境負荷の低減等を図る事業に対して、その計画の認定、金融措置等の支援をす
る。
　この法律の適正な執行により、効率的で環境負荷の小さい物流の実現が図られることになり、６次産業化
等の取組の質の向上と市場規模の拡大を通じて、多様な地域資源の積極的活用による雇用と所得の創出
に寄与する。

-

　国民生活の向上及び国民経済の健全な発展のため、市町村が作成する中心市街地の都市機能の増進
及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画に対して国が認定を行い、この
計画の実施に必要な金融その他の支援をする。
　この法律の適正な執行により、消費者の食品に関する購買の利便を確保するとともに、地域の中小食品小
売業の発展及び６次産業化等の取組の質の向上と市場規模の拡大を通じて、多様な地域資源の積極的活
用による雇用と所得の創出に寄与する。

-

　中小企業の経営革新、異分野連携新事業分野開拓等による新たな事業活動の促進を図るため、経営革
新計画の承認又は異分野連携新事業分野開拓計画の認定を受けた中小企業等に対して、補助金、融資、
債務保証などの支援措置をする。
　この法律の適正な執行により、中小企業の創意ある成長発展が経済の活性化につながり、６次産業化等の
取組の質の向上と市場規模の拡大を通じて、多様な地域資源の積極的活用による雇用と所得の創出に寄
与する。

-

　各地域の「強み」である産地の技術、地域の農林水産品、観光資源等の地域資源を活用して新商品開発
等を行う中小企業に対して、金融措置等の支援をする。
　この法律の適正な執行により、新商品の開発等が図られ、６次産業化等の取組の質の向上と市場規模の
拡大を通じて、多様な地域資源の積極的活用による雇用と所得の創出に寄与する。

-

　食品関連事業者に対して食品廃棄物の排出抑制と食品循環資源の再生利用の推進をする。
　この法律の適正な執行により、食品産業における環境問題等の社会的な課題への取組の推進が図られ、
食品関連企業としての社会的責任に関する取組の強化を通じて、多様な地域資源の積極的活用による雇
用と所得の創出に寄与する。

-

　地球温暖化対策計画の策定等により温室効果ガス排出抑制を促進する。
　この法律の適正な執行により、食品産業における環境問題等の社会的な課題への取組の推進が図られ、
食品関連企業としての社会的責任に関する取組の強化を通じて、多様な地域資源の積極的活用による雇
用と所得の創出に寄与する。

-

　新品種の保護のための品種登録に関する制度、指定種苗の表示に関する規制等について定める。
　この法律の適正な執行により、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化が図られ、６次産業化等の取組
の質の向上と市場規模の拡大を通じて、多様な地域資源の積極的活用による雇用と所得の創出に寄与す
る。
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(12)

中小企業者と農林漁
業者との連携による
事業活動の促進に
関する法律（農商工
等連携促進法）
（平成20年）

- - - － -

(13)

農林漁業有機物資
源のバイオ燃料の原
材料としての利用の
促進に関する法律
（平成20年）

- - - － -

(14)

地域資源を活用した
農林漁業者等による
新事業の創出等及
び地域の農林水産
物の利用促進に関
する法律(六次産業
化・地産地消法)
（平成22年）

- - - － -

(15)

電気事業者による再
生可能エネルギー電
気の調達に関する特
別措置法
（平成23年）

- - - (2)-①-ア -

(16)

株式会社農林漁業
成長産業化支援機
構法
(平成24年)

- - - － -

(17)
産業競争力強化法
（平成25年）

- - - － -

(18)

農林漁業の健全な
発展と調和のとれた
再生可能エネルギー
電気の発電の促進
に関する法律
（平成25年）

- - - (2)-①-ア -

-

　原材料生産者と燃料製造業者が連携した取組に関する計画及び研究開発に関する計画を国が認定する
制度を創設するとともに、これら計画の実施に対し、税制や金融上の支援措置をする。
　この法律の適正な執行により、バイオ燃料の製造・利用の拡大が図られ、農村に由来する資源を活用した
新産業の創出を通じて、多様な地域資源の積極的活用による雇用と所得の創出に寄与する。

-

　農林漁業者が主体となって新たな事業分野を開拓する事業活動等に対し出融資や経営支援を行う枠組
みを定める。
　この法律の適正な執行により、６次産業化等の取組の質の向上と市場規模の拡大を通じて、多様な地域
資源の積極的活用による雇用と所得の創出に寄与する。

-

　農山漁村において農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電を促進するた
め、農林地等の利用調整を適切に行うとともに、再生可能エネルギー発電の導入と併せて地域の農林漁業
の健全な発展に資する取組を促進する。
　この法律の適正な執行により、エネルギー供給設備の導入促進が図られ、６次産業化等の取組の質の向
上と市場規模の拡大を通じて、多様な地域資源の積極的活用による雇用と所得の創出に寄与する。

-

　農林漁業者と食品産業等の中小企業者の連携による新事業の展開を支援する。
　この法律の適正な執行により、中小企業者の経営の向上及び農林漁業者の経営の改善が図られ、６次産
業化等の取組の質の向上と市場規模の拡大及び新たな市場を創出するための環境づくりの推進を通じて、
多様な地域資源の積極的活用による雇用と所得の創出に寄与する。

-

　経営資源の有効活用を通じ、産業の生産性向上を図るため、強化法に基づく計画の認定を受けた事業者
に対して、税制、融資、債務保証、会社法の特例などの支援措置をする。
　この法律の適正な執行により、事業者の生産性が向上し、６次産業化等の取組の質の向上と市場規模の
拡大を通じて、多様な地域資源の積極的活用による雇用と所得の創出に寄与する。

-

　再生可能エネルギー源（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス）を用いて発電された電気を、一定の期
間・価格で電気事業者が買い取ることを義務付ける。
　この法律の適正な執行によりエネルギー供給設備の導入促進が図られ、６次産業化等の取組の質の向上
と市場規模の拡大を通じて、多様な地域資源の積極的活用による雇用と所得の創出に寄与する。

-

　農林漁業者等による農林漁業の六次産業化を促進するため、農林漁業者等が農林水産物等の生産及び
その加工又は販売を一体的に行う取組に関する計画並びに当該取組に資する研究開発及びその成果の
利用に関する計画に対して国が認定を行い、これらの計画の実施に必要な金融その他の支援措置をする。
　この法律の適正な執行により、新たに６次産業化に取り組む際の農林漁業者等の負担が軽減され、６次産
業化等の取組の質の向上と市場規模の拡大を通じて、多様な地域資源の積極的活用による雇用と所得の
創出に寄与する。
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(19)

特定農林水産物等
の名称の保護に関
する法律（地理的表
示法）
（平成27年、平成28
年、平成30年改正）

- - - - -

(20)

持続可能な循環資
源活用総合対策事
業
（平成30年度）
（関連：元-③,⑫）

240
(212)

224
（194）

167
（153）

(１)-①-ア
(2)-①-ア 0012

(21)

６次産業化サポート
事業
（平成26年度）
（関連：元-③）

369
(352)

379
（356）

753
(683)

(１)-①-ア
(2)-①-ア
(2)-①-イ

0014

(22)

食料産業・6次産業
化交付金
（平成30年度）
（関連：元-②,③)

- -

1,634
の内数
（1,463

の内数）

(1)-①-ア
(2)-①-ア 0017

(23)

農業用用排水施設
の整備・保全（直轄）
（昭和24年度）
（関連:元-⑧,⑫）

56,359
(53,898)

63,326
(61,445)

71,802
(71,130)

(2)-①-イ 0116

(24)

農山漁村地域整備
交付金
（平成22年度）
（関連:元-⑦,⑧,⑫,
⑭,⑰,㉒）

87,427
の内数
(87,348
の内数)

77,878
の内数
(77,842
の内数)

72,387
の内数
(72,233
の内数)

(2)-①-イ 012280,004

　自治体が農山漁村地域ニーズにあった計画を自ら策定し、農山漁村地域の防災力の向上、農林水産業
の基盤整備の推進を交付金により支援。
【(2)-①との関連】
　交付金の事業内容の一つである農業水利施設の整備に当たり、用水路の落差等を活用した小水力発電
等の導入により、自ら消費する電力の供給や売電収入による施設の維持管理費の軽減に寄与する。

1,478
の内数

-

　６次産業化に取り組む農林漁業者等の支援体制の整備、６次産業化ネットワーク活動の全国的な推進に
向けた優良事例の収集・提供及び啓発セミナーの開催等を支援する。
　この支援措置により、農村の豊かな地域資源を最大限活用した新たな価値の創出や農業関連産業の導
入等を通じて、農村全体の雇用の確保と所得の向上を促進することに寄与する。

99

　食品産業における環境問題等の社会的な課題への取組を推進し、食品関連企業の食品ロス削減の取組
の強化を図ることにより、食品産業の体制強化及び地域循環資源を活用した地域活性化がなされ、多様な
地域資源の積極的活用による雇用と所得の創出に寄与する。また、再生可能エネルギーを供給する取組を
推進し、農村に由来する資源を活用した新産業を創出することにより、農山漁村の活性化が促進され、雇用
と所得の創出に資する。

64,420

　本政策手段は、農地の受益面積がおおむね3,000ｈａ以上（畑地の場合は1,000ｈａ以上）の地域を対象とし
て、特に基幹的農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更を実施し、農業用水の安定的確保及び農
地排水の改良を図るもの。具体的には、用水対策として頭首工、用水機場、用水路等を、排水対策として排
水機場、排水樋門、排水路等を整備。
　また、国営事業により造成された大規模な施設のうち、高度の公共性を有し、その管理に特別の技術的配
慮を必要とする施設等について管理を実施。併せて、これら事業により効果的・効率的な実施に向けた調査
を実施。
【(2)-①との関連】
　農業水利施設の安定的な用水機能等を確保するための改修・整備に当たって、用水路の落差等を活用し
た小水力発電等の導入により、自ら消費する電力の供給や売電収入による施設の維持管理費の軽減に寄
与する。

　農林漁業体験を経験した国民を増やすとの目標の達成に向けて、農林漁業体験を広く普及させる取組、
新たに農林漁業体験を経験する国民の増加につなげる。栄養バランスに配慮した食生活を実践する国民を
増やすとの目標の達成に向けて、食育推進リーダーによる普及啓発、情報提供、地域食文化の継承に向け
た調理体験の実施等の取組を支援する。
　農林漁業者と多様な業種の事業者が参画するネットワークを構築して取り組む新商品開発や販路開拓、
加工・販売施設の整備等を支援する。
　地域主導で再生可能エネルギーを供給する取組の推進、バイオマス産業を軸とした環境に優しく災害に
強いまち・むらづくりを目指すバイオマス産業都市の構築を支援する。
これらの取組により、地域の農林漁業の発展を促進し、農山漁村が活性化することで農村に由来する資源を
活用した新産業の創出、農業の振興や地域の活性化に寄与する。

　地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物・食品等のうち、品質や社会的評価等の確立した特性が
産地と結び付いている産品の名称を、知的財産として国に登録し、国がその名称を保護する地理的表示保
護制度について定める。
　この法律の適正な執行により、特定農林水産物等の生産業者の利益の保護を図り、６次産業化等の取組
の質の向上と市場規模の拡大を通じて、多様な地域資源の積極的活用による雇用と所得の創出に寄与す
る。

700
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(25)

農業競争力強化基
盤整備事業
（平成24年度）
（関連:元-⑦,⑧）

34,486
(34,131)

47,222
(46,803)

48,136
(47,991)

(2)-①-イ 0123

(26)

農山漁村振興交付
金
（平成28年度）
（関連：元-③,⑦,⑧,
⑫,⑭,⑯,⑰,⑱,⑲,
㉒）

7,326
の内数
(7,011

の内数)

8,602
の内数
(7,886

の内数)

9,524
の内数
(7,282

の内数)

(１)-①-ア
(2)-①-ア
(2)-①-イ

0204

(27)

小水力等再生可能
エネルギー導入支援
事業
（平成29年度）
（関連：元-③,⑫,⑭）

-
255

(247)
202

(202)
(2)-①-イ 0206

(28)

農林漁業成長産業
化ファンド
(平成24年度)
（関連：元-③）

5,000
[5,000

(資産投
貸付)]

5,000
[4,000

（資産投
出資）

1,000(資
産投貸

付)]

-
(1)-①-ア
(2)-①-ア
(2)-①-イ

-

(29)
生鮮食料品等小売
業近代化貸付制度
（昭和43年度）

- - - － -

(30)
新規用途事業等資
金
（昭和60年度）

- - - － -

(31)
特定農産加工資金
（平成元年度）

- - - － -

65,692

　農地の大区画化や排水対策、農業水利施設の整備等の一体的な推進や、畦畔除去等の簡易な農地整
備、老朽化した農業水利施設の補修・更新など、地域の実情に応じたきめ細やかな整備の推進を支援。
【(2)-①との関連】
　農業水利施設の安定的な用排水機能等を確保するための改修・整備に当たって、用水路の落差等を活
用した小水力発電等の導入により、自ら消費する電力の供給や売電収入による施設の維持管理費の軽減
に寄与する。

-

　農業水利施設を活用した小水力等発電の導入に係る調査設計等の取組を支援する。
　この支援措置により、再生可能エネルギーの活用に向けた取組の促進を図り、再生可能エネルギーの活
用と農業水利施設の維持管理費の軽減を図り、持続的な農業の発展と農村の活性化に寄与する。
【(2)-①との関連】
　米の生産コストのうち使用電力量が削減されるとともに、農業水利施設を活用した小水力等発電電力量の
かんがい排水に用いる電力量に占める再エネ比率の向上に寄与する。

-

　国産農林水産物の加工の増進を通じ、その消費の拡大を図ることにより、農林漁業の生産力の維持増進
を図るため、特定農林畜水産物を新規用途事業に採用する食品製造業者等に対し金融措置（（㈱日本政
策金融公庫（農林水産事業）からの融資）の支援をする。
　この支援措置により、事業者は低利の資金を手当てすることができ、６次産業化等の取組の質の向上と市
場規模の拡大を通じて、多様な地域資源の積極的活用による雇用と所得の創出に寄与する。

9,809
の内数

　地域の創意工夫による活動の計画づくりから農業者等を含む地域住民の就業の場の確保、農山漁村にお
ける所得の向上や雇用の増大に結び付ける取組までを総合的に支援することにより、農村に由来する資源
を活用した新産業の創出に寄与する。

-

　国民の消費生活の安定等のため、食品小売業の近代化等に必要な施設の整備に対する金融措置（(株)
日本政策金融公庫（国民生活事業））の支援をする。
　この支援措置により生鮮食料品等の小売業の近代化・合理化が推進されることになり、食品産業の国内生
産額の維持を通じて、多様な地域資源の積極的活用による雇用と所得の創出に寄与する。

-

　農業及び農産加工業の健全な発展に資するため、特定農産加工業者等の行う経営改善に対する金融措
置（㈱日本政策金融公庫（農林水産事業）の支援をする。
　この支援措置により、特定農産加工業者等が経営改善に必要な施設等を取得することで経営改善が図ら
れ、６次産業化等の取組の質の向上と市場規模の拡大を通じて、多様な地域資源の積極的活用による雇用
と所得の創出に寄与する。

-

　株式会社農林漁業成長産業化支援機構を通じて、農林水産物等の特色を活かしつつ、１次産業から２
次・３次産業を通じて消費者までのバリューチェーンを築く事業活動に対し、資本の提供と経営支援を一体
的に実施する。
　この支援措置により、農村の豊かな地域資源を最大限活用した新たな価値の創出や農業関連産業の導
入等を通じて、農村全体の雇用の確保と所得の向上を促進することに寄与する。
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(32)

食品流通構造改善
貸付金のうち食品生
産販売提携事業施
設
（平成３年度）

- - - － -

(33)
食品安定供給施設
整備資金
（平成11年度）

- - - － -

(34)

食品流通構造改善
資金のうち食品生産
製造提携事業施設
（平成12年度）

- - - － -

(35)
農商工等連携促進
法に係る資金
（平成20年度）

- - - － -

(36)

６次産業化に係る資
金
（平成22年度）
（関連：元-③）

- - - － -

(37)

試験研究を行った場
合の法人税額等の
特別控除制度
（研究開発税制）
［所得税・法人税：租
税特別措置法第10
条、第42条の４、第
68条の９］
[法人住民税：地方
税法第２３条第１項
第４号、第７２条の２３
第１項、第２９２条第１
項第４号、附則第8条
第1項～第4項]
（昭和42年度）

3,649
(3,367.3)

3,451.1
(2,294.8)

2,413
(９月把握

予定)
－ -

-

　６次産業化等に取り組む主業農家に対して、生産・加工・販売分野のチャレンジ性のある取組に必要な無
利子の農業改良資金を融通する。
　・農林水産物の生産・流通・加工又は販売に必要な共同利用施設の取得等に対する金融措置（（株）日本
政策金融公庫（農林水産事業））
　この支援措置により、農林漁業者等の経営の改善が図られ、６次産業化等の取組の質の向上と市場規模
の拡大を通じて、多様な地域資源の積極的活用による雇用と所得の創出に寄与する。

-

-

　食品に係る流通機構の合理化と流通機能の高度化を図るため、食品製造業と農林漁業との連携に資する
事業施設等に対する金融措置（（株）日本政策金融公庫（農林水産事業））の支援をする。
　 この支援措置により、事業者の負担が軽減され、６次産業化等の取組の質の向上と市場規模の拡大を通
じて、多様な地域資源の積極的活用による雇用と所得の創出に寄与する。

９月把握予定

　支出した試験研究費を基に算出した一定の金額を、支出した年度の所得税額又は法人税額から控除す
る。
Ⅰ　試験研究費の総額の6～14％（中小企業者等については12～17%）の額を税額控除
Ⅱ　国の研究機関又は大学等と共同もしくは委託して行う試験研究の費用等（特別試験研究費）の20%、25%
又は30％を税額控除
Ⅲ　試験研究費の対売上比率が10％を超えた場合に、売上高の10％を超える試験研究費の額に控除率を
乗じた額を税額控除
　農林水産業及び食品産業の研究開発を促進することにより、農林水産・食品産業の成長力及び国際競争
力の強化に寄与する。

-

　生産者と食品販売業者の連携による食品流通の構造改善事業活動に必要な施設の設備に対する金融措
置（(株)日本政策金融公庫（農林水産事業））の支援をする。
　この支援措置により食品に係る流通機構の合理化と流通機能の高度化を促進することになり、６次産業化
等の取組の質の向上と市場規模の拡大を通じて、多様な地域資源の積極的活用による雇用と所得の創出
に寄与する。

-

　中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動に必要な設備及び長期運転資金や、農林水産物の生
産、流通、加工又は販売に必要な共同利用施設の取得等に対する金融措置（（株）日本政策金融公庫（中
小企業事業等））の支援をする。
　この支援措置により、中小企業者の経営の向上及び農林漁業者の経営の改善が図られ、６次産業化等の
取組の質の向上と市場規模の拡大及び新たな市場を創出するための環境づくりの推進を通じて、多様な地
域資源の積極的活用による雇用と所得の創出に寄与する。

　食品又は飼料の安定的な国内供給体制等の整備を図るため、食料の安定供給の確保に資する食品又は
飼料製造業者等に対し金融措置（㈱日本政策金融公庫（農林水産事業）からの融資）の支援をする。
　この支援措置により、事業者は低利の資金を手当てすることができ、６次産業化等の取組の質の向上と市
場規模の拡大を通じて、多様な地域資源の積極的活用による雇用と所得の創出に寄与する。
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(38)

特定農産加工業経
営改善臨時措置法
に基づく事業用施設
に係る特例措置
課税標準の軽減措
置
［事業所税：地方税
法附則第33条第5
項］
（平成元年度）

101
(75)

104
(78)

81 － -

(39)

公害防止用設備を
取得した場合の特例
措置
課税標準の軽減
［固定資産税：地方
税法附則第15条第2
項第1号］
［事業所税：地方税
法第701条の41第１
項表３］
（平成８年度）

75.9
(81.6)

70
(82.3)

107.5
(119.2)

－ -

(40)

中小企業者等が機
械等を取得した場合
の特別償却制度又
は税額控除制度
（中小企業投資促進
税制）
（食品企業者関係）
［所得税・法人税：措
法第10条の３、第42
条の６、第68条の11］
（平成10年度）

76,100
の内数

(118,200
の内数)

117,100
の内数

(88,300)

116,000
の内数

(令和２年
２月頃に
把握予

定)

－ -

(41)

バイオエタノール等
揮発油に係る課税標
準の特例［揮発油
税・地方揮発油税：
租税特別措置法第
88条の７］
（平成20年度）

39,357
(39,327)

44,548
(44,680)

44,540
(44,540)

(1)-①-ア -

115,000
の内数

　取得価格の30％の特別償却又は７％の税額控除（資本金3,000万円以下の法人、個人のみに適用）との
選択。
　適用対象者は、中小企業者、事業協同組合等。
　対象設備の取得価格については以下のとおり。
　　（1）機械及び装置（取得価格が160万円以上）
　　（2）工具（１台の取得価格が120万円以上）
　　（3）一定のソフトウェア（１のソフトウェアの取得価格が70万円以上）
　　（4）車両（3.5㌧以上の普通貨物自動車）
　　（5）内航船舶（すべて（取得価額の75％））
　この支援措置により、中小企業者等（食品企業者関係）の設備投資が促進されることになり、６次産業化等
の取組の質の向上と市場規模の拡大に寄与する。

93.1

　公害防止用設備（汚水又は廃液処理施設、ばい煙の処理施設、産業廃棄物処理施設）を取得した際に、
事業所税について資産割3/4相当額を控除すること、また、汚水又は廃液処理施設に係る固定資産税の課
税標準を1/2を参酌し、1/3以上2/3以下の範囲内で市町村の条例で定める割合とする。
　この支援措置により、食品産業における環境問題等の社会的な課題への取組の促進が図られ、食品関連
企業としての社会的責任に関する取組の強化を通じて、多様な地域資源の積極的活用による雇用と所得の
創出に寄与する。

　揮発油特定加工業者又は揮発油生産業者が製造したバイオエタノール等揮発油を、その製造場から移
出する場合には、バイオエタノール等揮発油の数量からその製造に使用されたバイオエタノール等に含ま
れるエタノールの数量に相当する分を控除し、その控除後の数量を当該製造場から移出したバイオエタノー
ル等揮発油の数量とみなす。
　この支援措置により、バイオ燃料の製造・利用の拡大が図られ、農村に由来する資源を活用した新産業の
創出を通じて、多様な地域資源の積極的活用による雇用と所得の創出に寄与する。

44,548

－

　農業及び農産加工業の健全な発展に資するため、以下のことを実施する。
　　資産割 1/4相当額を控除
　この支援措置により、特定農産加工業者等が経営改善に必要な機械等を取得することで経営改善が図ら
れ、６次産業化等の取組の質の向上と市場規模の拡大を通じて、多様な地域資源の積極的活用による雇用
と所得の創出に寄与する。
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(42)

農林漁業有機物資
源のバイオ燃料の原
材料としての利用の
促進に関する法律に
基づくバイオ燃料製
造設備（エタノール、
ディーゼル、ガス、木
質ペレットの各製造
設備）に係る固定資
産税の課税標準の
特例
［固定資産税：地方
税法附則第15条第
26項］
（平成20年度）

25
(32)

71
（30）

15
(20)

(1)-①-ア -

(43)

再生可能エネルギー
発電設備に係る課税
標準の特例措置[固
定資産税：地方税法
附則第15条第33項]
（平成25年度）

14,103
(19,786)

13,361
(18,353)

8,561
(令和2年
2月把握

予定)

(2)-①-ア -

(44)

産業競争力強化法
に係る特例措置
［登録免許税：租税
特別措置法第80条
第1項］
（平成25年度）

-
(0)

-
(0)

-
(50)

－ -

(45)

特定中小企業者等
が経営改善設備を
取得した場合の特別
償却制度又は税額
控除制度（商業・
サービス業・農林水
産業活性化税制）
（食品企業者関係）
［所得税・法人税：措
法第10条の５の２、
第42条の12の３、第
68条の15の４］
（平成25年度）

3,120
(2,100)

2,090
(3,200)

2,070
(令和２年
２月頃に
把握予

定)

－ -

0
<110,944>

0
<99,612>

0
<99,024>

0
<109,562>

0
<98,242>

政策の予算額[百万円]
0

<102,999>

政策の執行額[百万円]

2,148

　再生可能エネルギー発電設備（太陽光発電設備、風力発電設備、中小水力発電設備、地熱発電設備、
バイオマス発電設備。※太陽光発電設備は、政府の補助を受けた自家消費型設備に限る。太陽光発電設
備以外は、固定価格買取制度の事業計画認定を受けた再生可能エネルギー発電設備に限る。）について、
新たに固定資産税が課せられることとなった年度から３年分の固定資産税に限り、課税標準となるべき価格
から、発電源種と発電容量に応じて定められた割合を軽減する。
　この支援措置により、地域主導で再生可能エネルギーを供給する取組が推進され、そのメリットが地域に
還元されることを通じて、地域の農林漁業の発展を促進し、農山漁村が活性化することで、農村に由来する
資源を活用した新産業の創出に寄与する。

　農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律に基づき、認定生産製造
連携事業計画に従ってバイオ燃料製造設備を新設した場合、固定資産税の課税標準を３年間1/2に軽減。
　この支援措置により、バイオ燃料の製造・利用の拡大が図られ、農村に由来する資源を活用した新産業の
創出を通じて、多様な地域資源の積極的活用による雇用と所得の創出に寄与する。

29

2,060

　取得価格の30％の特別償却又は７％の税額控除（資本金3,000万円以下の法人、個人のみに適用）との
選択。
　適用対象者は、商業・サービス業等を営む中小企業者等。
　対象設備の取得価格については以下のとおり。
　　（1）器具・備品（１台の取得価格が30万円以上）
　　（2）建物附属設備（１台の取得価格が60万円以上）
　この支援措置により、商業・サービス業を営む中小企業者等の設備投資が促進されることになり、６次産業
化等の取組の質の向上と市場規模の拡大を通じて、多様な地域資源の積極的活用による雇用と所得の創
出に寄与する。

-

　産業競争力強化法の計画認定を受けた企業等が認定された計画に従って会社設立や増資等を行う場
合、登録免許税を軽減する（0.7%→0.35%等）
　この支援措置により、新たな会社の設立や増資等が促進され、６次産業化等の取組の質の向上と市場規
模の拡大を通じて、多様な地域資源の積極的活用による雇用と所得の創出に寄与する。
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移替え予算に係る政策手段一覧（参考）

28年度
[百万円]

29年度
[百万円]

30年度
[百万円]

(1)

【参考：内閣府より】
農業生産基盤整備
事業に必要な経費
のうち農業用用排水
施設の整備・保全
（直轄）
（昭和24年度）
（関連：元-⑧,⑫）

7,105
(7,059)

5,168
（5,136）

6,127
(6,115)

(2)-①-イ 内-0077

(2)

【参考：国土交通省よ
り】
奄美群島振興開発
事業のうち農業用用
排水施設の整備・保
全（直轄）（昭和24年
度）
（関連：元-⑧,⑫）

2,935
(2,836)

2,881
（2,873）

2,111
(2,105)

(2)-①-イ 国-0411

(3)

【参考：国土交通省よ
り】
北海道開発事業のう
ち農業用用排水施
設の整備・保全（直
轄）
（昭和24年度）
（関連：元-⑧,⑫）

37,324
(36,700)

34,798
(34,635)

31,132
(30,511)

(2)-①-イ 国-041428,271

　本政策手段は、農地の受益面積がおおむね200ha以上（畑地の場合は100ha以上）の地域を対象として、
特に基幹的農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更を実施し、農業用水の安定的確保及び農地
排水の改良を図るもの。具体的には、用水対策として頭首工、用水機場、用水路等を、排水対策として排水
機場、排水樋門、排水路等を整備。
　また、国営事業により造成された大規模な施設のうち、高度の公共性を有し、その管理に特別の技術的配
慮を必要とする施設等について管理を実施。併せて、これら事業のより効果的･効率的な実施に向けた調査
を実施。
【(2)-①との関連】
　農業水利施設の安定的な用水機能等を確保するための改修・整備に当たって、用水路の落差等を活用し
た小水力発電等の導入により、自ら消費する電力の供給や売電収入による施設の維持管理費の軽減に寄
与する。

6,271

　本政策手段は、農地の受益面積がおおむね200ha以上（畑地の場合は50ha以上）の地域を対象として、特
に基幹的農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更を実施し、農業用水の安定的確保及び農地排
水の改良を図るもの。具体的には、用水対策として頭首工、用水機場、用水路等を、排水対策として排水機
場、排水樋門、排水路等を整備。
　また、事業のより効果的･効率的な実施に向けた調査を実施。
【(2)-①との関連】
　農業水利施設の安定的な用水機能等を確保するための改修・整備に当たって、用水路の落差等を活用し
た小水力発電等の導入により、自ら消費する電力の供給や売電収入による施設の維持管理費の軽減に寄
与する。

1,823

　本政策手段は、農地の受益面積がおおむね200ha以上（畑地の場合は50ha以上）の地域を対象として、特
に基幹的農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更を実施し、農業用水の安定的確保及び農地排
水の改良を図るもの。具体的には、用水対策として頭首工、用水機場、用水路等を、排水対策として排水機
場、排水樋門、排水路等を整備。
　また、事業のより効果的･効率的な実施に向けた調査を実施。
【(2)-①との関連】
　農業水利施設の安定的な用水機能等を確保するための改修・整備に当たって、用水路の落差等を活用し
た小水力発電等の導入により、自ら消費する電力の供給や売電収入による施設の維持管理費の軽減に寄
与する。

政策手段
（開始年度）

予算額計（執行額）

関連す
る

指標
政策手段の概要等

平成31
年度行
政事業
レビュー
事業番
号

元年度
当初予算額

[百万円]
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(4)

【参考：内閣府より】
農業生産基盤整備
事業に必要な経費
のうち農業競争力強
化基盤整備事業
（平成24年度）
（主、関連：元-⑦,
⑧）

4,801
(4,799)

4,248
(4,248)

4,754
(4,754)

(2)-①-イ 内-0077

(5)

【参考：国土交通省よ
り】
離島振興事業のうち
農業競争力強化基
盤整備事業
（平成24年度）
（主、関連：元-⑦,
⑧）

1,784
(1,247)

1,233
(1,233)

910
(907)

(2)-①-イ 国-0410

(6)

【参考：国土交通省よ
り】
奄美群島振興開発
事業のうち農業競争
力強化基盤整備事
業
（平成24年度）
（主、関連：元-⑦,
⑧）

3,182
(2,778)

2,507
(2,507)

2,684
(2,684)

(2)-①-イ 国-0411

(7)

【参考：国土交通省よ
り】
北海道開発事業のう
ち農業競争力強化
基盤整備事業
（平成24年度）
（主、関連：元-⑦,
⑧）

33,919
(33,883)

35,596
(35,535)

15,780
(15,779)

(2)-①-イ 国-0414

(8)

【参考：国土交通省よ
り】
離島振興事業のうち
農山漁村地域整備
交付金
（平成22年度）
（関連：元-⑦,⑧,⑫,
⑭,⑰,㉒）

5,290
の内数
(5,270

の内数)

4,963
の内数
(4,933

の内数)

4,886
の内数
(4,827

の内数)

(2)-①-イ 国-0410

1,175

　農地の大区画化や排水対策、農業水利施設の整備等の一体的な推進や、畦畔除去等の簡易な農地整
備、老朽化した農業水利施設の補修・更新など、地域の実情に応じたきめ細やかな整備の推進を支援。
【(2)-①との関連】
　農業水利施設の安定的な用排水機能等を確保するための改修・整備に当たって、用水路の落差等を活
用した小水力発電等の導入により、自ら消費する電力の供給や売電収入による施設の維持管理費の軽減
に寄与する。

4,740

　農地の大区画化や排水対策、農業水利施設の整備等の一体的な推進や、畦畔除去等の簡易な農地整
備、老朽化した農業水利施設の補修・更新など、地域の実情に応じたきめ細やかな整備の推進を支援。
【(2)-①との関連】
　農業水利施設の安定的な用排水機能等を確保するための改修・整備に当たって、用水路の落差等を活
用した小水力発電等の導入により、自ら消費する電力の供給や売電収入による施設の維持管理費の軽減
に寄与する。

18,390

　農地の大区画化や排水対策、農業水利施設の整備等の一体的な推進や、畦畔除去等の簡易な農地整
備、老朽化した農業水利施設の補修・更新など、地域の実情に応じたきめ細やかな整備の推進を支援。
【(2)-①との関連】
　農業水利施設の安定的な用排水機能等を確保するための改修・整備に当たって、用水路の落差等を活
用した小水力発電等の導入により、自ら消費する電力の供給や売電収入による施設の維持管理費の軽減
に寄与する。

4,901
の内数

　自治体が農山漁村地域ニーズにあった計画を自ら策定し、農山漁村地域の防災力の向上、農林水産業
の基盤整備の推進を交付金により支援。
【(2)-①との関連】
　交付金の事業内容の一つである農業水利施設の整備に当たり、用水路の落差等を活用した小水力発電
等の導入により、自ら消費する電力の供給や売電収入による施設の維持管理費の軽減に寄与する。

2,670

　農地の大区画化や排水対策、農業水利施設の整備等の一体的な推進や、畦畔除去等の簡易な農地整
備、老朽化した農業水利施設の補修・更新など、地域の実情に応じたきめ細やかな整備の推進を支援。
【(2)-①との関連】
　農業水利施設の安定的な用排水機能等を確保するための改修・整備に当たって、用水路の落差等を活
用した小水力発電等の導入により、自ら消費する電力の供給や売電収入による施設の維持管理費の軽減
に寄与する。
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(9)

【参考：国土交通省よ
り】
奄美群島振興開発
事業のうち農山漁村
地域整備交付金
（平成22年度）
（関連：元-⑦,⑧,⑫,
⑭,⑰,㉒）

1,784
の内数
(1,784

の内数)

1,625
の内数
(1,625

の内数)

1,382
の内数
(1,382

の内数)

(2)-①-イ 国-0411

(10)

【参考：国土交通省よ
り】
北海道開発事業のう
ち農山漁村地域整
備交付金
（平成22年度）
（関連：元-⑦,⑧,⑫,
⑭,⑰,㉒）

11,826
の内数
(11.820
の内数)

11,588
の内数
(11.581
の内数)

10,294
の内数
(10,234
の内数)

(2)-①-イ 国-0414

１．用語解説

注２ 土地改良長期計画
　土地改良法の規定により、土地改良事業の計画的な実施に資するため、食料・農業・農村政策審議会の意見を聞いた上で計画案を作成し閣議決定。計画
期間は、５年を一期として、土地改良事業の実施の目標及び事業量を決定。

1,525
の内数

　自治体が農山漁村地域ニーズにあった計画を自ら策定し、農山漁村地域の防災力の向上、農林水産業
の基盤整備の推進を交付金により支援。
【(2)-①との関連】
　交付金の事業内容の一つである農業水利施設の整備に当たり、用水路の落差等を活用した小水力発電
等の導入により、自ら消費する電力の供給や売電収入による施設の維持管理費の軽減に寄与する。

（注１）「予算額計」欄について、税制の場合は、減収見込額（減収額）を記載している。

（注２）当該政策分野に対応する予算の項に位置付けられている予算事業については、「政策手段」の欄に、「主」と記載している。
　　　　また、予算事業が複数の政策分野に関係する場合には、「政策手段」の欄に、関係する政策分野の番号を記載している。

（注３）政策の予算額及び政策の執行額について、複数政策に関連する予算については、＜＞外書きで記載している。
（注４）移替え予算とは、予算成立後、府省間において、移動させられる予算のことである。

参考資料

注１ 再生可能エネルギー

　国際再生可能エネルギー機関（IRENA）憲章によれば、「再生することが可能な資源から持続可能な態様で生産されるあらゆる形態のエネルギーを言い、特
にバイオエネルギー、地熱エネルギー、水力電気、海洋エネルギー、太陽エネルギー、風力エネルギーを含む」とされている（出典：資源エネルギー庁「エネ
ルギー白書」（2010））。
　このうち、「再生可能エネルギー電気」とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法においては、再生可能エネルギー発電
設備を用いて再生可能エネルギー源を変換して得られる電気とされている。
　再生可能エネルギー源：太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等

11,284
の内数

　自治体が農山漁村地域ニーズにあった計画を自ら策定し、農山漁村地域の防災力の向上、農林水産業
の基盤整備の推進を交付金により支援。
【(2)-①との関連】
　交付金の事業内容の一つである農業水利施設の整備に当たり、用水路の落差等を活用した小水力発電
等の導入により、自ら消費する電力の供給や売電収入による施設の維持管理費の軽減に寄与する。
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